
19

                      

                泉南市ウェブサイト　http://www.city.sennan.osaka.jp/　　　　　　　　　　                         　                                         せんなん子育てねっと　http://www.city.sennan.osaka.jp/kosodate/

子育て情報局

Child  Information

ほっとネットせんなん
【とき】10 月 25 日㈯午前 9

時 30 分～午後 3 時

【ところ】紀泉わいわい村

【対象】小学生 ( 小学部 )・中

学生 ( 中学部 )・高等部の障

がいのある子どもと保護者

【内容】ピクニック（バーベ

キュー）

【定員】親子で 15 組

【参加費】1 組 1,000 円

【申込み】往復ハガキか E メ

ールで、ほっとネットせんな

ん参加希望、住所、参加者氏

名（ふりがな）、電話番号を

明記の上、青少年センターへ。

10 月 24 日㈮午後 5 時必着

読み聞かせ講習会
【とき】10 月 25 日㈯午前

10 時～ 12 時

【対象】18 歳以上で子ども

に本などを読み聞かせたい方

【内容】絵本・昔話を語りで

楽しむ

【講師】小
こ に し ま ち こ

西萬知子さん

【定員】20 名

【申込み・問合せ】電話か E

メールで青少年センターへ

ヤングママの手編み教室
【とき】10 月 9 日㈭午前 10

時～ 12 時

【対象】おとな

【内容】かわひものネックレス

【参加費】500 円（材料費）

【申込み】電話で青少年セン

ターへ。10 月 8 日㈬正午締切

軽快な音楽に合わせながら行
うストレッチなど

【 と き 】10 月 17 日 ㈮、27

日㈪、31 日㈮午前 9 時 30

分～ 11 時

【対象】おとな

【参加費】1 回 300 円

【申込み】当日受付

子ども元気広場しんげ
【とき】毎週水曜日①午前 9

時 30 分～ 12 時②午後 1 時

30 分～ 5 時

【ところ】旧新家幼稚園

【対象】①就学前の子どもと

その保護者②小中学生を中心

とする市内の子ども

【内容】

居場所と

遊びの提

供

毎週火曜日午後 5 時～ 7 時
卓球を楽しもう

【対象】市内の小・中学生と

その保護者、青少年

【定員】15 名

【その他】上ぐつ持参

【申込み・問合せ】電話かＥ

メールで青少年センターへ

親子食育講座
【 と き 】10 月 15 日 ㈬ 午 前

11 時～ 12 時

【対象】幼児とその保護者

【内容】子どもの食生活につ

いて考えよう

【講師】泉南市食生活改善推

進協議会

マイまい埋文　　

【とき】10 月 8 日㈬午後 4

時～ 5 時

【内容】コマで遊ぼう

【講師】河
か わ た

田泰
やすゆき

之さん

【申込み・問合せ】電話かＥ

メールで青少年センターへ

★青少年センター（☎ 484-3500）
泉南市ウェブサイト＞教育・文化・スポーツ＞青少年

〒 590-0521
樽井八丁目 13 番 18 号／ FAX：482-5425
e-mail：seishonen-center@city.sennan.lg.jp
青少年センターの行事にＥメールでお申込みの方へは、
２，３日中に確認メールをお届けします。届かない場合
は、青少年センターへご連絡ください。
●【ところ】の記載の無いものはすべて青少年センターで行います
●【参加費】の記載の無いものは無料です

　毎年夏休みは、親子で体験を通し

て、人権について考える講座を企画し

ています。今年は、社団法人子ども情

報研究センターの大
おおもりじゅんこ

森順子さんをお招

きし、おとな 18 名、子ども 21 名が「わ

くわくスタンプラリー」と「カルタづ

くり」に取り組みました。

　「わくわくスタンプラリー」では、

あいぴあ泉南の大会議室に隠されたヒ

ントをみつけながら、問題に答えてス

タンプを集めていきました。すべての

スタンプを集めると、そこには秘密の

キーワードが…。正解のプレゼントを

手にして子どもたちは大喜びでした。

　その後、おとなと子どもがペアにな

り、子どもの権利条約の条文を見てカ

ルタをつくり

ま し た。 全

54 条 中、 第

46 条まで作

成しました。難しい条文を、何度も何

度も読み返し、自分なりに意味を考え、

カルタの読み札をつくりました。親子

ではないおとなと子どもが力をあわせ

て、文章を考え、絵をかき、すてきな

人間関係も生まれていました。

　最後に、つくったカルタでカルタ大

会をしました。遊びの中で、人間関係

を育み、子どもの権利について考えた

一日でした。

～できあがったカルタ～

第 2 条【差別の禁止】

ひとりひとり　ちがっても　い

いんだよ

第 3 条【子どもの最善の利益】

とってもたいせつなあなたに　

とってもたいせつなこと

第 5 条【親の指導の尊重】

たいせつなのは　おやこのきも

ちが　よりそうこと

第 8 条【名前や身元の保全】

まもってね　ぼくのなまえと　

かぞくのかんけい

第 12 条【意見を表す権利】

わたしたちは　意見を　だしま

す

第 16 条【プライバシーの保護】

プライバシー　わたしのけいた

い　見ないでね

第 23 条【障害のある子どもの権利】

しょうがいがあっても　みんな

いっしょだよ

                                          

シリーズ：子どもの権利 No.21 夏休み！体験講座～みんなで子どもの権利条約カルタをつくったよ～

ひ
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た
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し

【問合せ】泉南市子どもの権利に関する条例事務局（人権教育課☎ 483-

3672 ／ FAX483-7306 ／ e-mail:jinkenkyouiku@city.sennan.lg.jp）　


